
 

 

 

  

 

パブリックコメント等意見募集の結果公表 

 

 （仮称）帯広市がん対策推進条例（案）に対して、パブリックコメント並びに市⺠意⾒交

換会の実施を通じて、市⺠の皆様からご意⾒を募集しました結果について、ご意⾒の概要と

市議会の考え方は次のとおりです。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。 

 寄せられたご意見等について検討した結果、（仮称）帯広市がん対策推進条例（案）の修正

は行わず案のとおり策定することとしました。 

 

【意見募集結果】 

 

 

 

 

 

案  件  名 （仮称）帯広市がん対策推進条例（案） 

募  集  期  間 

＜パブリックコメント＞ 

平成 30 年 10 月 10⽇（⽔）〜平成 30 年 11 月９日（金） 

＜市⺠意⾒交換会＞ 

平成 30 年 10 月 13 日（土）〜平成 30 年 10 月 15 日（月） 

意 見 の 件 数  

（意見提出者数） 

＜パブリックコメント＞    29 件（９人） 

＜市⺠意⾒交換会＞      24 件（参加人数 40 人） 

意 見 の 取 り 扱 い  

修正 案を修正するもの 0 件 

既記載 既に案に盛り込んでいるもの 22 件 

参考 今後の参考とするもの 15 件 

その他 意見として伺ったもの 16 件 

意 見 の 受 け 取 り  

（ パ ブ リ ッ ク コ

メ ン ト ）  

持参 ８人 

郵送 0 人 

ファクス 0 人 

電子メール １人 



 

 

 

  

【意見等の内容】 

※ 市⺠意⾒の概要中（  ）パブコメはパブリックコメント、その他の表現は市⺠意⾒交 

換会の会場名 

 

項目 市⺠意⾒の概要 
意見に対する 

帯広市議会の考え方 

前文・目的 ・ 市⺠⼀⼈ひとりの健康増進に関する取組みとして良

いと思う。これからも市⺠⽣活に直接つながることに

取り組んでもらいたい。（森の里） 

・ この条例はがん対策に関する基本となるもので、こ

れから少しずつ取組みを発展させていくことを期待

したい。（森の里） 

・ 新しい条例や事業については、その内容を市⺠全体

に行き渡らせることが重要。条例制定は、がん対策に

関する画期的なものと感じている。（緑⻄） 

【参考】 

・ 本市におけるがん対策を一

層推進していくため、すべて

の市⺠が⼒を合わせ⼀体と

なってがん対策に取り組む

機運の醸成を目指し、本条例

の検討を進めてきたもので

す。 

ご意見として伺わせてい

ただきます。 

 ・ 患者や医療従事者だけでなく、市全体で取り組む形

は他の自治体と差別化されていると思う。更なる連携

に向けて取り組むことが重要。（東） 

・ 条例制定は市独自の動きだと思うが、国や道との具

体的な連携が必要ではないか。（川⻄） 

【既記載】 

・ 本条例では、市、市議会、

市⺠、保健医療福祉関係者、

事業者、教育関係者の役割を

定めるとともに、国や北海道

はもとより、こうした様々な

関係者が連携しながら、がん

対策に取り組むことを規定

しております。 

なお、取組みを進めるにあ

たり、がん対策基本法及び北

海道がん対策推進条例とも

整合を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 ・ いくつかの自治体でがん対策条例を制定している

が、帯広市としての工夫も必要ではないか。（東） 

・ 条文はがんに対する一般論を明文化しただけではな

いのか。（緑⻄） 

・ 条例が総論的であり、物足りない。（パブコメ） 

・ この条例の目的が具体的に見えない。もう少し各論

に踏み込んでもいいのではないか。（パブコメ） 

【その他】 

・ がん対策を推進していくた

めには、様々な取組みが必要

となることから、これらを網

羅的に整理し、規定した条例

としております。 

なお、様々な関係者の役割

を明確にし、それぞれが連携

し取り組んでいくこと、ま

た、がん対策の実施状況を市

⺠に分かりやすく公表し、取

組みの見える化を進めてい

くことなどは、本条例の特色

であると考えております。 

 ・ がん対策に絞らず、市⺠の健康対策全般の条例を作

り、その中でがん対策に触れる方法もあったのではな

いか。（森の里） 

・ 健康に着目したことは評価するが、がんだけでなく

広く健康全般をテーマとすべきではないか。私は、町

内だよりに身近な病気に関する記事を載せているが、

最⼤の悩みは、がんではなく認知症である。（緑⻄） 

・ 全国・全道的にがん対策が進む中で、帯広市として

特徴のある条例であれば賛成であるが、議論するテー

マはもっと身近なものが良かったのではないか。（緑

⻄） 

・ 市議会議員は政治家であり、医療の専門家ではない。

医療のことは医療関係者に任せ、政治関係に集中すべ

きではないか。（森の里） 

【その他】 

・ 誰もが罹患する可能性のあ

るがんは、帯広市における死

亡原因の第１位であること

から、市⺠福祉の向上を目指

す市議会として、市⺠が⼼⾝

ともに健康で心豊かな生活

を送るためには、まずはがん

対策に取り組むことが必要

との考えのもと、本条例の検

討を進めてきたものです。 

 

 

 

 ・ 条例に違反した場合の罰則規定を設けることも検討

してほしい。（パブコメ） 

【その他】 

・ 一層のがん対策を推進して

いくためには、市⺠をはじ

め、それぞれが意識を持って

主体的に取り組むことが重

要であるため、罰則規定を設

けることは考えておりませ

ん。 

 

 

 



 

 

 

  

市議会の役割 ・ 市議会の役割が記載されているが、具体的な取組み

は何か。（パブコメ） 

・ 市議会の役割のトーンが低い。市議会はがん対策を

強力に推進する決意を示すべきである。（パブコメ） 

 

【参考】 

・ 本条は、市議会は、がん対

策に関する施策が推進され

るよう、議会活動を通し、施

策の実施状況や進捗確認に

努めるとともに、様々な関係

者が実施するがん対策に協

力していくことを定めたも

のです。 

本市におけるがん対策を

一層推進していくためには、

すべての市⺠が⼒を合わせ

一体となってがん対策に取

り組む必要があると認識し

ており、市議会もその一員と

してがん対策の推進に取り

組んでまいります。 

保健医療福祉

関係者の役割 

・ 保健医療機関が啓蒙活動、情報提供、治療、介護を

提供するのは目標ではなく、仕事である。（パブコメ） 

・ 高齢化の進行により、医療介護を担う若者が不足す

ることから、帯広市で医療技術者を養成する教育機関

を作るべき。（パブコメ） 

【参考】 

・ 本条例は、がん対策を推進

するため、すべての市⺠が⼒

を合わせ一体となってがん

対策に取り組む機運の醸成

を目指し、検討を進めてきた

ものです。 

こうしたことから、がん患

者等に接する機会の多い保

健医療福祉関係者の協力は

不可欠であるため、本条でそ

の役割を明確に規定したも

のです。 

いただいたご意見も含め、

今後のがん対策を推進して

いく上で、議会における審議

の参考とさせていただきま

す。 

 

 

 

 



 

 

 

  

情報の収集及

び提供並びに

広報の推進 

・ がんの治療に関しては、医療機関における治療の啓

発だけでなく、⺠間療法の効果などの調査・公表も必

要ではないか。（南） 

【既記載】 

・ 様々ながん治療が存在して

おりますが、適切な情報をも

とにがん患者等ががん治療

への理解を深めることは重

要だと考えており、本条例に

おいて、市は保健医療福祉関

係者等と連携し、情報の収集

及び提供並びに広報活動に

努める規定を設けておりま

す。 

いただいたご意見も含め、

今後のがん対策を推進して

いく上で、議会における審議

の参考とさせていただきま

す。 

がん教育の推

進 

・ がん教育の推進は大変重要。「教育関係者等と連携

して」とあるが、帯広市独自の取組みを行うなど、具

体的に進めていく必要があるのではないか。また、誰

が教育していくのかも明確にしておいたほうが良い。

（東） 

・ 小中学生に対するがん教育、啓蒙を推進すべき。（パ

ブコメ） 

・ 学校教育におけるがん教育を推進することで、児童

生徒を通した家族へのがんの知識を広げることがで

き、成人のがん予防及び検診受診の動機づけになる。

（パブコメ） 

【参考】 

・ がん教育は、子どもたちへ

の学校教育の面だけではな

く、幅広い世代への社会教育

としても行うことが重要で

あると考えております。  

こうしたことから、教育関

係者はもとより、地域がん診

療拠点病院など、様々な関係

者がそれぞれの立場でがん

に関する正しい知識を普及

啓発していく必要があると

考えております。 

いただいたご意見も含め、

今後のがん対策を推進して

いく上で、議会における審議

の参考とさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

がんの予防及

び早期発見の

推進 

・ 条例案に「がんの予防及び早期発見の推進」とある。

条例制定に伴い、市として、がん検診への助成を行う

など、具体的な取組みが必要ではないか。（川⻄） 

・ 特に「がんの予防及び早期発見の推進」が重要。自

分も過去にがんに罹患したが、早期に発見し治療する

ことができた。がんは治らない病気ではなくなってき

ており、定期検診は重要。市⺠への意識啓発にはがん

に罹患したことのある経験者の活用が重要。（南） 

・ がん検診の受診率向上が必要ではないか。（東） 

・ 無料でがん検診を受けることができる国⺠健康保険

加⼊者の受診率が低いことを鑑みても、市⺠へのがん

検診の受診勧奨は難しいのではないか。（南） 

・ がんの予防には、運動、食事、生活環境に気をつけ、

早期発見には、検診や医療機関での人間ドック等の受

診が不可欠である。（パブコメ） 

・ 検診費などのがん予防に関する負担についても、医

療費控除の対象にすべきではないか。（パブコメ） 

・ がんの早期発見は、治療コストの低下にもつながり、

がん治療にかかる家計負担も抑えることができるた

め、市⺠や事業者に対する啓蒙活動にあたっては、こ

うした考えも持って取り組んでほしい。（パブコメ） 

・ ピロリ菌検査は生徒のがん予防ばかりではなく、そ

の家族もピロリ菌を保菌しているかもしれないので、

家族への検診を促すことで、検診率も向上すると考え

る。（パブコメ） 

・ 検診受診率向上のため、がん検診を廉価で受けられ

るよう検診の補助が必要である。（パブコメ） 

・ がん検診受診によりがんを発見し治療を受ける場合

は、治療費が軽減される仕組みが必要である。（パブ

コメ） 

・ ヒトパピローマウイルスが男性の咽頭がんの原因に

もなっているため、対象に男性を加え、現在積極的に

行われていない子宮頸がんワクチンを再開すべき。

（パブコメ） 

・ がん検診受診率向上のため、広報紙、ホームページ

以外の周知方法の工夫が必要である。（パブコメ） 

 

 

 

【既記載】 

・ がんを早期発見すること

で、早期治療につながり、が

んで亡くなる人が減少する

ことから、本条例において、

市⺠⾃らのがん検診の積極

的な受診及び市は保健医療

福祉関係者等と連携し、がん

検診の受診勧奨に取組むこ

とを規定しております。 

受診率の向上を含めた予

防の推進には、様々な取組み

を行う必要があると考えて

おります。 

いただいたご意見も含め、

今後のがん対策を推進して

いく上で、議会における審議

の参考とさせていただきま

す。 



 

 

 

  

 ・ 喫煙に関する条例を制定している都市もあるが、帯

広市独自の対策が必要ではないか。（東） 

・ 喫煙に関する条項も含まれているが、市職員の喫煙

対策にも取り組むべき。（南） 

・ 喫煙が肺がんの原因と考えられるため、禁煙が望ま

しいが、受動喫煙、マナーの悪い煙草の後始末につい

ても対策を検討してほしい。（パブコメ） 

・ 公共施設の禁煙を徹底すべき。市は模範となるべき

で、市役所の敷地内に喫煙場所があるのはおかしい。

（パブコメ） 

・ 受動喫煙の防止に向けては、他県にも例があるよう

に罰則規定を設けるべきである。（パブコメ） 

・ 公共機関だけではなく、飲食店での禁煙を条例化し、

受動喫煙の機会を減らすべき。（パブコメ） 

・ 喫煙が最も一般に広がっている発がん関連因子であ

ることをもっと明確にし、禁煙の励行、受動喫煙対策

の表現を強めるべき。（パブコメ） 

【既記載】 

・ 喫煙ががんの罹患要因とも

なっていることから、本条例

においては、がん予防の観点

から、喫煙の影響についての

正しい知識を普及啓発して

いくことや望まない喫煙（受

動喫煙）や未成年者の喫煙に

対する対策を講じていくこ

とを規定しております。 

なお、受動喫煙に関して

は、健康増進法が一部改正さ

れたことを踏まえ、今後、

様々な取組みが進められる

ことになります。 

 

 

がん患者等に

対する支援 

・ 条例制定による市⺠のメリット。「財政上の措置」

も記載しており、がん患者に対して経済的支援を進め

る必要があるのではないか。（森の里） 

・ この条例は、がん対策の柱となるものと理解してい

るが、市⺠に直接影響する具体的な事業が必要。（森

の里） 

・ がんになった時は保険適用外の薬に頼らなければな

らない現状もある。研究者がノーベル医学・生理学賞

を受賞されたオプジーボが注目されているが、家族、

本人の負担額も大きいため、帯広市として補助に向け

て検討してほしい。（パブコメ） 

・ がん患者またはその家族が一つの部署で相談できる

よう、がん対策専門の課（係）の設置及びがん対策専

門の相談員配置を検討してほしい。（パブコメ） 

・ がん患者が体調に合わせて仕事ができるなどの職場

作りが重要。がん患者の方々が安心して働け、治療で

きる環境を期待したい。（パブコメ） 

 

 

 

 

 

【参考】 

・ がん患者の療養生活の維持

や社会生活上の不安等の軽

減に向けては、がん患者等に

寄り添った様々な取組みを

行っていく必要があると考

えております。 

いただいたご意見も含め、

今後のがん対策を推進して

いく上で、議会における審議

の参考とさせていただきま

す。 



 

 

 

  

 ・ 緩和ケア、就労等に関する適切な情報提供の部分に、

在宅療養を加えてほしい。（パブコメ） 

【その他】 

・ がん患者等の身体的・精神

的・社会的なつらさを和らげ

るための緩和ケアや就労等

に関する適切な情報提供の

部分には、在宅療養に関する

ものも含まれております。 

財政上の措置 ・ がん対策に関して、財政上の措置を行う具体的な施

策は何か。（パブコメ） 

【その他】 

・ がん対策については、これ

までもがん検診をはじめ、が

んに関する正しい知識の普

及啓発にかかる施策など、

様々な取組みを実施してき

ております。 

本条は、こうしたがん対策

に関する施策の実効性を確

保するために規定している

ものであり、その施策につい

ては、様々なものがあると捉

えております。 

市⺠への公表 ・ 条例制定により「病気で苦しむことなく元気に⻑⽣

きし、寝たきりにならずに最期を迎えられるようにな

ること」、「市の財政が改善すること」が重要と考えて

いる。そのためには、言葉を並べるだけでなく数値目

標を持ち、結果を出さなければ意味がないのではない

か。（森の里） 

・ 「財政上の措置」を規定し、金銭的な支援を行うの

であれば、結果が出なければ意味がないので、効果を

わかりやすく市⺠に周知してほしい。（緑⻄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 条例案において、具体的な

目標値は規定しておりませ

んが、市は、市⺠に対し、が

ん対策の実施状況をわかり

やすく公表していくことを

規定しております。 



 

 

 

  

委任 ・ 委任にある必要な事項とは具体的に何を定めるもの

なのか。（パブコメ） 

【その他】 

・ 本条例は、本市におけるが

ん対策を一層推進していく

ために市議会として検討を

進めてきたものです。 

議会には執行権がなく、各

種がん対策の取組みは、執行

機関（市）が本市の実状等に

即して実施していくことか

ら、その取組みを進めるにあ

たり、必要なことを定めるた

め規定しているものです。 

その他 ・ この条例案を広報おびひろに掲載したことがあるの

か。市⺠は条例制定の動きを知らないのではないか。

（緑⻄） 

・ 条例案の検討にあたって、市⺠と対話するため、各

地域で意見交換会を開催したことは評価している。

（パブコメ） 

 

【その他】 

・ 本条例の検討状況について

は、これまでも議会だより等

を通じ情報提供を進めてき

たところです。 

今回、条例案を整理したこ

とから、パブリックコメント

及び帯広市議会として市⺠

意見交換会を実施する中で、

広く市⺠に周知を図ってき

ました。 

なお、これらの実施にあた

っては、広報おびひろに掲載

しております。 

 

【案件の最終案】 

 別紙のとおり 

 


